
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人長崎大学（法人番号3310005001777）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  平成27年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

本学の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、他の
国立大学法人、国家公務員、類似事業を行っている独立行政法人の他、国・地方公共団
体が運営する教育・研究機関のうち、常勤職員数（当該法人2,359人）や教育・研究事業で
比較的同等と認められる、他国立大学法人を参考とした。なお、本学においては、学長の
報酬月額を法人化以前より抑制しており、また本学独自の措置として役員の本給月額等を
1.5％減額している。

(1)他国立大学法人･･･同じ規模の国立大学法人として千葉大学、新潟大学、金沢
大学、岡山大学、熊本大学をそれぞれ参考としてる。（常勤職員数2,000～
2,900人程度）公表資料によれば、平成26年度の各大学の長の年間報酬額は
18,589千円～20,447千円。

(2)事務次官年間報酬･･･22,490千円

業績給については、具体的な率を定める形ではなく、本学が定める役員給与規程にお

いて、本給月額の額は経営協議会の議を経て、また、期末特別手当の額は役員ごとの業

績に応じて経営協議会の議を経て、これを変更できることとしている。
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法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成27年度における改定内容

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月
額については長崎大学役員給与規程に則り、本給月額1,055,000円に諸
手当（地域手当、通勤手当等）を加算して算出している。期末特別手当に
ついても長崎大学役員給与規程に則り、本給月額+地域手当+（本給月額
+地域手当）×100分の20+本給月額×100分の25の額（期末手当特別基
礎額）に、期別支給割合（6月期は100分の150、12月期は100分の165）及
びその者の在職期間に応じた割合を乗じた額としている。

なお、本学独自の 措置として平成22年4月から役員の本給、地域手当
及び期末特別手当について1.5％の減額措置を引き続き実施している。

また、平成27年度においては国家公務員の給与の改定に準拠し次のよう
な改定を行った。
○平成27年4月1日に本給月額を約2%引き下げた。
○平成28年3月1日に本給月額を1,000円引き上げた。
○平成27年4月1日前から任期が引き続く役員については平成30年3月31
日までの間、平成27年4月1日の前日までに受けていた本給月額を保障す
る措置を講じた。

○期末特別手当を年間0.05月分引き上げた。

法人の長に準ずる。
本給月額は720,000円もしくは776,000円

（理事は全員が平成27年4月1日より引き続いているため、本給月額は

平成２７年4月1日の前日までに受けていた本給月額）

該当者なし。

法人の長に準ずる。
本給月額は720,000円

（監事は平成27年4月1日より引き続いているため、本給月額は平成

２７年4月1日の前日までに受けていた本給月額）

法人の長に準ずる。

本給月額は292,000円 （非常勤役員手当として支給）
期末特別手当は支給しない。
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２　役員の報酬等の支給状況
平成27年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,592 12,433 4,748 411 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

13,046 9,146 3,492
302
106

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

12,940 9,146 3,492 302 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

12,964 9,146 3,492
302
24

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,135 8,473 3,319
278
237
828

（地域手当）
（広域異動手当）
（単身赴任手当）

H28.3.30 ◇

千円 千円 千円 千円

12,964 9,146 3,492
302
24

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

12,940 9,146 3,492 302 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

12,059 8,486 3,240
280
53

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

3,549 3,549 （　　　　）

注1：総額、各内訳については千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計金額は必ずしも一致しない。
注2：「地域手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する常勤役員に支給しているものである。
注3：「広域異動手当」とは、人事交流により本学の常勤役員となった場合において、事業所間の距離
　　　及び住居と事業所との距離が60ｋｍ以上のとき、異動の日から３年間（4％～8％）支給される手当
　　　である。
注4：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

その他（内容）

C理事

就任・退任の状況

F理事

A監事

B監事
（非常勤）

前職

E理事

役名

D理事

法人の長

A理事

B理事
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

長崎大学は、長崎に根づく伝統的文化を継承しつつ、豊かな心を育
み、地球の平和を支える科学を創造することによって、社会の調和的発
展に貢献することを理念としており、学長のリーダーシップの下に、9学
部、8研究科、2研究所及び附属病院を着実に発展させている。中でも
平成27年度においては、グローバルな人材育成を進めるため、熱帯医
学・グローバルヘルス研究科を設置した意義は大きい。また、原子力規
制庁より「高度被ばく医療支援センター」「原子力災害医療・総合支援セ
ンター」に指定され、被ばく医療拠点としての整備を進めた。そうした中
で、本学の学長は、職員数約2,600人の法人の代表として、大学におけ
る業務を統括し、経営責任者と教学責任者としての職務を同時に担って
いる。

本学では、法人化前の国家公務員指定職俸給表を踏まえて学長の報
酬月額を定めている。学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化以
前と同等以上であるが、報酬月額については法人化以前より抑制してい
る。また、学長の報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員
報酬3,159万円と比較して、その水準以下にある。事務次官の平成27年
度の年間給与額2,249万円と比べてもそれ以下となっている。

以上、上記学長の職務内容・職責及び民間企業、法人化以前の報酬
水準との比較を踏まえると、学長の報酬水準は妥当であると考えられる。

理事の報酬水準の検討にあたっては、法人規模が同等程度の他国立

大学法人（千葉大学、新潟大学、金沢大学、 岡山大学、熊本大学）を

参考に、国家公務員指定職俸給表を鑑み、水準を決定している。

該当者なし。

監事の報酬水準の検討にあたっては、理事と同様に法人規模が同等程
度の国立大学法人を参考に、外部からの視点で大学の業務のすべてを
監査し、業務改善への意見を行うという職務の重要性から、理事と同様の
水準を決定している。

非常勤監事の報酬については、監事の本給月額をもとに日給を算出し、
月の平均勤務日数を乗じたものを本給月額としている。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大
学法人、民間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当
であると考えられる。

-　4　-



４　役員の退職手当の支給状況（平成27年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【文部科学大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

監事

法人での在職期間

判断理由

法人の長

理事

法人の長

理事

監事

業績給については、具体的な率を定める形ではなく、本学が定める役員給与規程

において、本給月額の額は経営協議会の議を経て、また、期末特別手当の額は役員

ごとの業績に応じて経営協議会の議を経て、これを変更できることとしている。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成27年度における主な改定内容

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

国から運営費交付金が措置されていることから、国家公務員の給与水準を十分考慮し、社会
一般の情勢に適合した適性な給与水準とすることとしている。

給与水準を検討するにあたっては、他の国立大学法人、国家公務員を参考にした。

他国立大学法人は本学と同程度の法人規模の大学（2,000～2,900人）であり、教育・研究の

事業内容も類似する大学を参考としている。
国家公務員・・・平成27年国家公務員給与実態調査において行政職俸給表（一）適用職員の

平均給与月額は408,996円となっており、全職員の給与月額は416,445円となっている。

なお、本学の主な職種における対国家公務員指数は次のとおりである。

事務・技術職員：83.6、医療職員（病院看護師）97.3、教育職員（大学教員）90.3

職員の勤務成績に応じて、賞与時期（6月・12月）における支給割合の増減を行うほか、昇給
の区分（号俸数）を決定する。また、昇格においても勤務成績に応じて昇格・降格を行う。

勤勉手当については6月1日及び12月1日の基準日において在職する職員に対し、基準日以

前6箇月間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ支給割合を決定する。
昇給については1月1日に昇給期１年間の勤務成績に応じ「Ａ」（８号俸以上）から「Ｅ」（０号俸）

までの５段階で昇給をさせることができる。

昇格については勤務成績が良好で、かつ本学が定める基準を満たす者は上位の職務の級に

決定することができる。勤務成績が不良な場合は、下位の級に決定することができる。

長崎大学職員給与規程に則り、本給、教員特殊業務給及び諸手当（管理職手当、初任給調
整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤
務手当、超過勤務手当、教員特殊業務割増手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員
特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び義務教育等教員特別手当）としてい
る。

期末手当については、本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域
異動手当の月額の合計（長崎大学職員給与規程第25条第1号及び第2号の表に定める職員に
あってはそれぞれの表の区分に対応する加算率を乗じて得た額をそれぞれ加算した額）を基
礎として、6月に支給する場合においては100分の122.5（特定幹部職員は100分の102.5）、12
月に支給する場合においては100分の137.5（特定幹部職員は100分の117.5）を乗じ、さらに基
準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としてい
る。

勤勉手当については勤勉手当基礎額（本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域

異動手当の月額の合計額）に長崎大学期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則に基

づいた勤勉手当の成績率等の決定基準により定める割合を乗じ、さらに基準日以前６箇月以

内の期間におけるその者在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、平成27年度においては国家公務員の給与の改定を参考として、本学も同様に次のよう

な改定を行った。

○平成27年4月1日に本給月額を見直した（若年層以外は約2%引き下げ）

○平成28年3月1日に平成２７年4月1日に見直した本給月額から平均0.4％増額した。

○平成27年4月1日より前に在職する職員については平成30年3月31日までの間、平成27年4

月1日の前日までに受けていた本給月額を保障する措置を講じた。
○広域異動手当を6/100を8/100に、3/100を4/100にそれぞれ引き上げた。
○単身赴任手当の加算額を距離に応じ2,000～12,000円引き上げた。

○期末・勤勉手当の支給月数を0.1月引き上げた。また、本給等の1.5％の減額措置が行われ

ている55歳を超える特定職員については、勤勉手当の支給総額の限度額を1.5％減額した。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

2359 42.2 6,230 4,606 48 1,624
人 歳 千円 千円 千円 千円

457 42.0 5,322 3,953 64 1,369
人 歳 千円 千円 千円 千円

947 48.0 8,011 5,877 40 2,134
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

630 35.5 4,688 3,493 44 1,195
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 57.4 5,389 3,998 72 1,391
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 42.9 6,921 5,118 0 1,803
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 46.8 6,065 4,505 0 1,560
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 45.7 7,557 5,646 127 1,911
人 歳 千円 千円 千円 千円

51 40.2 6,545 4,889 53 1,656
人 歳 千円 千円 千円 千円

217 35.4 4,679 3,524 50 1,155
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人
2
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

人 歳 千円 千円 千円 千円

10 47.2 9,179 7,942 0 1,237

人 歳 千円 千円 千円 千円

13 62.7 3,561 3,006 49 555
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 62.5 3,388 2,863 54 525
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 63.3 3,569 3,016 0 553
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

事務・技術

医療職種
（病院医師）

区分

技能・労務職種

教育職種
（大学教員）

その他

教育職種
（附属義務教育学校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

再任用職員

うち賞与

海技職種

教育職種
（附属高校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（附属高校教員）

平成2７年度の年間給与額（平均）

常勤職員

総額

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（大学教員）

在外職員

うち所定内人員

その他

海技職種

技能・労務職種

海事職種

事務・技術

医療職種
（病院医師）

平均年齢

教育職種
（大学教員）

常勤職員（年俸制）
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人 歳 千円 千円 千円 千円

95 40.4 3,260 2,576 63 684
人 歳 千円 千円 千円 千円

58 42.2 3,183 2,364 81 819
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 34.5 5,105 3,805 0 1,300
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 31.6 2,868 2,868 36 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 46.5 3,550 2,646 54 904
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 49.5 3,779 2,774 34 1,005

注１：　【常勤職員】【常勤職員（年俸制）】には、【在外職員】及び【再任用職員】を含まない。
注２：　「教育職種（大学教員）」には、診療行為を行う教育職員を含む。
注３：　「技能・労務職種」とは、実験助手、調理師、守衛等の業務を行う職種をいう。
注４：　「海事職種」とは、船舶の船長、機関長、一等航海士等の業務を行う職種をいう。
注５：　「海技職種」とは、船舶の甲板長、操機長、司厨長等の業務を行う職種をいう。
注６：　「教育職種（附属高校教員）」とは、附属特別支援学校教員をいう。
注７：　「教育職種（附属義務教育学校教員）」とは、附属幼稚園、附属小学校、附属中学校の教員をいう。　
注８：　【常勤職員】の「その他」とは、病院以外に勤務する保健師をいう。
注９：　【常勤職員】の「その他」及び【常勤職員（年俸制）】については、該当者が２人のため、当該個人に

　　　関する情報が特定される恐れのあることから、人数以外は記載していない。
注10：　【再任用職員】の「その他」とは、病院以外に勤務する保健師をいう。
注11：　【再任用職員】の「教育職種(大学教員)」、「技能・労務職種」、「教育職種（附属高校教員）」、
　　　　「医療職種（病院医療技術職員）」及び「その他」については、該当者が１人もしくは２人のため、
　　　　当該個人に関する情報が特定される恐れのあることから、人数以外は記載していない。
注12：　【任期付職員】は、該当者なしのため記載を省略した。

【年俸制適用者（任期付職員）】
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 42.9 7,123 6,893 43 230
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 45.9 8,517 8,172 51 345
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 37.0 4,337 4,337 27 0

注1：　【年俸制適用者】の「その他」とは、戦略職員をいう。

医療職種
（病院医療技術職員）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

その他

技能・労務職種

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

任期付職員（年俸制）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）
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②

注1：　①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注2：　｢四分位｣とは、ばらつきの度合を示す指標である。
　　　　｢第1四分位｣とは、年齢別の年間給与額を小さい順に並べたときの小さい方から25%目の額、｢第3四分位｣とは、小さい方から75%目の額とする
注3：　年齢20～23歳の該当者はいないため、年間給与に関する折れ線は表示していない。

注：　年齢20～23歳の該当者がいないため、年間給与に関する折れ線は表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在外職員、任期付
職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

部長 6 58.7 8,741

課長 25 54.0 7,722

課長補佐 43 52.6 6,746

係長 144 46.9 5,905

主任 77 41.0 5,017

係員 162 32.8 3,892

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 285 55.7 9,947

准教授 255 47.3 7,913

講師 88 46.8 7,547

助教 316 41.9 6,377

助手 1

教務職員 2
注1：助手は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び年間給与額は

　　　表示していない。

注2：教務職員は2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び年間給与額

　　　は表示していない。

7,323～4,145

7,333～6,058

9,561～5,735

8,816～6,431

（最高～最低）
人員

分布状況を示すグループ 人員

8,974～6,454

千円

12,630～7,108

年間給与額

平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

5,511～2,710

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））
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（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

　
看護部長 1

副看護部長 4 54.3 7,610

看護師長 34 52.5 6,726

副看護師長 77 46.3 5,743

看護師 514 32.5 4,311
注1：看護部長は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び年間給与額は

　　　表示していない。

注2：副看護部長は4人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与の最高額及び最低額は

　　　表示していない。

○事務・技術職員

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

62.0 60.7 61.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.0 39.3 38.7

％ ％ ％

         最高～最低 47.3～35.1　 46.5～35.4 46.9～35.3
％ ％ ％

61.9 61.8 61.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.1 38.2 38.2

％ ％ ％

         最高～最低 46.0～34.3 47.3～34.7 45.9～34.8

○教育職員（大学教員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

57.2 58.3 57.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.8 41.7 42.2

％ ％ ％

         最高～最低 51.7～35.8 50.4～36.1 51.0～35.9
％ ％ ％

62.1 61.9 62.0
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.9 38.1 38.0

％ ％ ％

         最高～最低 51.2～34.0 50.4～32.4 50.5～33.9

○医療職員（病院看護師）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

54.0 54.3 54.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.0 45.7 45.9

％ ％ ％

         最高～最低 47.3～44.7 46.5～44.5 46.9～44.6
％ ％ ％

61.5 61.4 61.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.5 38.6 38.6

％ ％ ％

         最高～最低 46.0～34.0　 45.9～34.3 45.9～34.1

④

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

5,947～3,187

7,246～6,101

平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

6,763～4,581

賞与（平成27年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

一律支給分（期末相当）

分布状況を示すグループ 人員

区分

管理
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案　　　　 ８３．６
・年齢・地域勘案 ８９．１
・年齢・学歴勘案 ８３．５
・年齢・地域・学歴勘案 ８９．１
（参考）対他法人　 ９４．６

（法人の検証結果）

（文部科学大臣の検証結果）

○医療職員（病院看護師）

・年齢勘案　　　　 ９７．３
・年齢・地域勘案 ９６．０
・年齢・学歴勘案 ９６．４
・年齢・地域・学歴勘案 ９７．６
（参考）対他法人 ９６．４

（法人の検証結果）

（文部科学大臣の検証結果）

○教育職員(大学教員)と国家公務員との給与水準の比較指標　９０．３

注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職(一)と行政職(一)の年収比率を基礎に、平成27年度の

　　教育職員(大学教員)と国の行政職(一)の年収比率を比較して算出した指数である。

対国家公務員
指数の状況

項目 内容

【検証結果】
本学における平成27年度の国からの財政支出額は188億円となり、ガイドラインによる国の財
政支出規模の大きい法人（支出額100億円以上）に該当することとなるが、累積欠損がない
こと、本学の規模（9学部、8研究科、2研究所及び病院）、対国家公務員指数、他国立大学
法人指数等を勘案した結果、給与水準は適切と思われる。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

国家公務員の給与水準を考慮し、社会一般の情勢に適合した適正な給与水準の維持に努
める。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める財政支出の割合　31.7％】
（国からの財政支出額　18,808百万円、支出予算の総額　59,360百万円：平成27年度予算）

【累積欠損額　なし】

講ずる措置 国家公務員の給与水準を考慮し、社会一般の情勢に適合した適正な給与水準の維持に努
める。

給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与水準は適正
であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきたい。

給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与水準は適正
であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきたい。

講ずる措置

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める財政支出の割合　31.7％】
（国からの財政支出額　18,808百万円、支出予算の総額　59,360百万円：平成27年度予算）

【累積欠損額　なし】

【検証結果】
本学における平成27年度の国からの財政支出額は188億円となり、ガイドラインによる国の財
政支出規模の大きい法人（支出額100億円以上）に該当することとなるが、累積欠損がない
こと、本学の規模（9学部、8研究科、2研究所及び病院）、対国家公務員指数、他国立大学
法人指数等を勘案した結果、給与水準は適切と思われる。
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４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

【事務・技術職員】

○ ２２歳（大卒初任給、独身）※

月額 １７６，７００円 年間給与 ２，８５１，９３８円

○ ３５歳（係長・主査、配偶者・子１人）

月額 ３１０，１３３円 年間給与 ５，０３４，６５２円

○ ４５歳（班長、配偶者・子２人）

月額 ３９５，５２０円 年間給与 ６，４９５，１０７円

【教育職員（大学教員）】

○ ２７歳（博士課程修了、独身）※
月額 ２８５，４００円 年間給与 ４，６０６，３５６円

○ ３５歳（講師、配偶者・子１人）
月額 ３９０，８８５円 年間給与 ６，４３１，４６２円

○ ４５歳（准教授、配偶者・子２人）
月額 ４７８，７４４円 年間給与 ７，８７２，７９７円

※事務・技術職員の２２歳及び教育職員の２７歳の月額及び年間給与には地域手当・扶養手当は入っていな
い。

職員の勤務成績に応じて、賞与時期（6月・12月）における支給割合の増減を行うほか、昇給の区分（号俸
数）を決定する。また、昇格においても勤務成績に応じて昇格・降格を行う。

勤勉手当については6月1日及び12月1日の基準日において在職する職員に対し、基準日以前6箇月間にお

けるその者の勤務成績に応じてそれぞれ支給割合を決定する。
昇給については1月1日に昇給期１年間の勤務成績に応じ「Ａ」（８号俸以上）から「Ｅ」（０号俸）までの５段階

で昇給をさせることができる。
昇格については勤務成績が良好で、かつ本学が定める基準を満たす者は上位の職務の級に決定すること

ができる。勤務成績が不良な場合は、下位の級に決定することができる。
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Ⅲ　総人件費について

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注2：｢退職手当支給額｣欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上している。

注3：｢非常勤役職員等給与｣においては、受託研究費その他競争的資金等により雇用されている職員に係る費用

　　　及び人材派遣契約に係る費用等を含み、法定福利厚生費を除いているため、財務諸表附属明細書の「17役員

　　　及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

14,564,690

区　　分

給与、報酬等支給総額
14,823,274 14,229,964 13,809,563 13,424,148 14,585,985

退職手当支給額
1,546,985 1,713,024 1,433,025 1,390,172

6,040,906 6,844,601 7,185,327 7,873,535

25,066,109 25,481,15725,367,060

注1：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

1,121,746

9,139,187

1,294,663

3,167,025

最広義人件費
24,842,046

8,591,880

2,430,881 2,579,471

27,504,960 27,992,648

福利厚生費
2,638,194 2,793,302 3,032,432

非常勤役職員等給与

１．給与、俸給等支給総額及び最広義人件費の増減要因

①給与、俸給等支給総額
国家公務員の給与の改定を参考として、本給月額を0.4%増額及び勤勉手当支給月数を0.1月引き上げたこと

により給与支給額が増となったが、主に以下の要因により平成26年度に比べ減となった。

・常勤教員数が減ったことによる減。

・超過勤務手当及び特殊勤務手当が減ったことによる手当額の減。

・研究休職者等が増えたことによる給与支給額の減。

②最広義人件費

平成27年4月1日に本給月額の引き下げを行ったが、平成27年3月31日在職者には3月31日時点の月額を保

障していること及び採用増となった有期雇用職員、非常勤職員は若年層が多いため引き下げによる減の影響

が少なく、主に以下の要因により平成26年度に比べ増となった。
・有期雇用職員数の増加による増。
・国家公務員の給与の改定に準じて本給月額を平均0.4％増額、勤勉手当支給月数を0.1月引き上げたことに

よる非常勤役職員等給与の増。
・共済組合の長期保険料率の保険料率が0.16964から0.17318へ、掛金率が0.08462から0.08639へ変更になっ
たこと及び労災保険率があがったことによる福利厚生費の増。

③退職手当支給額の減額の要因について
退職者のうち定年退職者が10人程度減ったことによる。

２．「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）に基づき、平成25

年1月から以下の措置を講ずることとした。

役職員の退職手当について、支給水準の引き下げを実施した。
・役員に関する講じた措置の概要：退職手当の額は、役員としての在職期間１月につき、退職の日におけるその
者の本給月額に100分の12.5を乗じて得た額に100分の87を乗じて得た額とする。ただし、平成25年1月1日から
同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては
「100分の92」とする経過措置を定めた。

・職員に関する講じた措置の概要：退職日本給月額×退職理由別・勤務年数別支給率を100分の104から100

分の87に引き下げるとともに、平成25年1月1日から同年9月30日までの間における調整率を100分の98とし、同

年10月1日から平成26年6月30日までの間における調整率を「100分の92」とする経過措置を定めた。

特になし。
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